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１ 平成２９年２月２２日（水）午前１０時００分 四條畷市役所東別館２０１会議室において、教育

委員会定例会を開催する。 

 

２  出席委員 

教   育    長  森田 政己 

教育長職務代理者  山本 博資 

委 員  大村 民子 

委      員  原  知雅 

委      員  吉田 知子 

 

３ 事務局出席者 

教育部長心得兼教育

環境整備室長兼課長 
 西口 文敏  地 域 教 育 課 長  杉本 一也 

    
教育部上席主幹（地域

教育課担当）兼主任 
 村上  始 

教 育 総 務 課 長  阪本 律子  学校給食センター所長  林  雅弘 

学 校 教 育 課 長  芝田 孝人  図 書 館 長   永野 国広 

教育環境整備室上席主幹 

兼学校教育課人権教育・

教 科 指 導 担 当 課 長 

 河上 弘子  公民館長兼主 任  勝村 隆彦 

教 育 環 境 整 備 室 

上席主幹兼主 任  
 谷口 隆史  

教育総務課長代理兼

主任 
 櫻井 康弘 

子 ど も 政 策 課 長    教 育 総 務 課  織田 紗樹 

 

４  議事録作成者 

教 育 総 務 課  織田  紗樹 

 

５ 付議案件 

報告 第３号 

報告 第４号 

そ の 他 

四條畷市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について 

平成２９年度 教育委員会の新規・拡充事業について 

請願書の提出について 

なわて出前講座について（四條畷南中学校区） 
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森田教育長 

 

森田教育長 

 

 

 

森田教育長 

 

 

 

阪本教育総務課長 

 

森田教育長 

 

阪本教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

森田教育長 

 

森田教育長 

 

 

 

阪本教育総務課長 

 

森田教育長 

 

阪本教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

只今から、２月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 

それでは、四條畷市教育委員会会議規則第５条第２項の規定に基づき、会

議録署名者の指名を行います。 

本日の会議録署名者は、大村委員にお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。 

報告第３号 四條畷市教育委員会公印規程の一部を改正する規程につい

て、事務局から本件の内容説明を願います。 

 

はい。 

 

はい、阪本教育総務課長、お願いします。 

 

報告第３号 四條畷市教育委員会公印規程の一部を改正する規程について

でございます。四條畷市教育委員会公印規程の一部を、１２月定例会で議決

をいただきました、四條畷市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関

する規則の一部改正において、田原支所へ補助執行させる事務の第２条第２

項第３号に追加いたしました。市立小中学校の施設使用申請事務に使用する

公印を作成するにあたり、改正を行いましたのでご報告いたします。 

新旧対照表をご覧いただきまして、新の別表にある１－３を追加するもの

でございます。説明は以上でございます。 

 

本件につきまして、質疑等ございましたらどうぞ。 

 

質疑等ないようですので、次の議題に移ります。 

報告第４号 平成２９年度 教育委員会の新規・拡充事業について、事務

局から本件の内容説明を願います。 

 

はい。 

 

 阪本教育総務課長、どうぞ。 

 

 報告第４号 平成２９年度 教育委員会の新規・拡充事業についてでござ

います。平成２９年度予算に係る教育委員会の新規・拡充事業について報告

するものでございます。現在は内示の段階でございますので、３月の定例会

において再度予算のご報告をさせていただきます。 

２９年度は、事業選定で認められておりましたが、予算の査定で認められ

なかった０査定のものが多かったことから、所属ごとではなく、事業ごとに
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ご報告させていただきます。 

 

新規事業におきましては、地域教育課のひきこもり支援事業となっており

ます。現在、地域教育課内で行っている相談窓口で臨床心理士によるひきこ

もり相談を月２回実施するものでございます。要求内容としては、ひきこも

り相談窓口として月２回、年間２４回。教育センター相談業務として週１回、

年間５０回を要求させていただきました。査定の内容として、引きこもり相

談事業に関しては単価があがり、要求通りの２４回でございまして、教育相

談センター事業については２週間に１回として年間２５回と査定され、６０

万２千円となっております。市内で週に１回は臨床心理士による相談が可能

となっております。 

次も同じく地域教育課の事業で、雁屋畑線埋蔵文化財発掘にかかる調査報

告書作成事業でございます。平成２７年度に雁屋畑線の発掘調査が完了した

ことから、雁屋遺跡の発掘調査報告書を２年かけて作成するものでございま

す。要求額として、４０６万７千円とさせていただいておりましたが、補助

員の賃金単価はあがっておりますが、通勤手当が半額ほどに減額され、３９

４万３千円の査定となっております。 

次に、公民館事業でございます。にほん語教室の２０周年を迎えるにあた

り、パネル展の実施及び講師のレベルアップ研修会を開催いたします。こち

らは１０万円要求しておりましたが、回数を減らしまして、７万円という査

定になっております。 

次に図書館のビブリオバトル中学生大会の実施でございます。子どもの主

張コンクールを発展解消し、中学生を対象にビブリオバトルを実施いたしま

す。こちらは９万３千円要求させていただいておりましたが、非常勤職員報

酬が０査定となり、４万９千円の査定となっております。 

次に、教育環境整備室の畷中及び西中の大規模改修に伴う諸費用の計上で

ございます。平成２８年度、２９年度に畷中、西中の大規模改修に際しての

本体工事以外の経費（廃棄物処理、代替施設使用料、セキュリティ機器等撤

去等）となります。３千３百３２万５千円を要求させていただいておりまし

たが、３千３７万７千円の査定となっております。 

 

次に、拡充事業となっております。こちらは平成２８年度から増加した要

求内容のみ金額を記載しております。まずは学校教育課の土曜日学習事務で

ございます。くすのき小学校でモデル実施した学校会場での土曜日フォロー

アップ教室を田原小学校に拡充することに加え、全体を統括するコーディネ

ーターを１名配置し、消耗品費を４万円程度に拡充するものでございます。

要求額は４２万８千円を計上しておりましたが、査定額は３５万４千円とな

っております。これにより、学習支援補助員が１７名から１９名へ、地域ボ

ランティアが３名から６名へ、コーディネーターが今までおられなかったも

のから１名の配置が決定しております。 
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次に、図書館の学校司書の配置でございます。２８年度までに府費で配置

されている西中学校区の学校司書を２９年度以降市費で配置し、また、図書

館から学校に配本する際の備品を購入するものでございます。こちらは２百

８０万９千円の要求額でしたが、２百７６万８千円と査定されております。

これに伴い、２８年度は田原小学校、東小学校、南小学校に配置していまし

たが、２９年度には西中学校、岡部小学校、くすのき小学校の配置が可能と

なり、３名から６名の増加となっております。 

次に、教育環境整備室の畷中及び西中の大規模改修に伴う備品整備でござ

います。畷中、西中の整備に合わせ、老朽化した備品を更新するものでござ

います。要求額は３千２百３８万１千円ございますが、２千７３万４千円の

査定額となっております。 

 

次に、査定額が０円となった事業になります。教育総務課の市立小中学校

における ICT 支援員の配置につきましては、市長の政策的判断がまだのため、

当初予算への計上は見送ることになりました。 

次に、地域教育課のニュースポーツ体験講習会の実施につきましては、ス

ポーツ推進委員が自主的に行っていたニュースポーツ体験を事業化するもの

ですが、０査定となりました。また、市内文化人・芸術家の把握及び市民へ

の宣伝につきましても４万円を計上しておりましたが、０査定となりました。 

また、学校給食センターのエレベーター劣化部品交換及び消防設備改修に

つきましては、消防設備改修は通常分で対応するようにということと、エレ

ベーター劣化部品交換はもう尐し様子を見ることとなりました。 

次に、公民館の企画講座「なわて学」の実施につきましては、１０万円を

計上しておりましたが、こちらは２９年度になわて学のあり方を練らせてい

ただくということで、３０年度以降の実施ということになりました。 

次に、教育環境整備室の南中学校の閉校に関する事業ということで、閉校

準備委員会への補助として２百万円を計上させていただいておりましたが、

今後、市民の意見を聞いた後に市長が判断するということで、今のところ査

定は０円となっております。 

次に、地域教育課のパソコン端末の新規購入につきましては、パソコン基

礎講習会で使用している端末がリース期間満了を迎えるため、新規購入を要

望いたしましたが、こちらは今後、企画調整課が情報系パソコンの入れ替え

を行う際に発生する端末を使用するいうことで、０査定となっております。 

１点、飛んでおりまして申し訳ございません。教育環境整備室の小学校整

備工事実施設計委託料ですが、こちらは３２年４月の小学校再編を見据え、

３０年度からの整備を開始するため、２９年度から実施設計等を行うという

ことで、２億２千９百１万１千円を計上させていただいておりましたが、こ

ちらも市長の政策的判断がまだのため、当初予算への計上は見送らせていた

だいております。 

以上、教育部の２９年度の新規・拡充事業についてのご報告をさせていた
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森田教育長 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

森田教育長 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だきました。 

 

本件について、質疑等ございましたらどうぞ。 

 

補足してもよろしいでしょうか。 

 

 

西口教育部長心得、どうぞ。 

 

市長は先日、２月１６日に平成２９年度の予算に伴い、記者会見を行いま

した。その時の様子を尐し触れたいと思います。２９年度の当初予算に計上

したものといいますのは、いわゆる義務的な経費、市として必ずやらなけれ

ばならない経費であったり、緊急を要する経費で、世間でいう骨格予算とい

われるものになります。記者さんの方から、骨格予算であるにも関わらず、

過去最大の予算規模ということで、今後、５月にある補正予算、いわゆる肉

付け予算といわれる市長就任後の特色をお出しになられる予算があるのです

けれど、その財源確保は大丈夫ですか、というようなご質問がありました。

やはり気になるのは我々の教育環境整備計画、特に進めております、たとえ

ば南中の閉校の補助金２百万円というものであったり、また、今後の小学校

の整備に関しての設計委託料が政策的判断がまだのためということで、この

点については、先日の教育総合会議のお話であったように、意識調査を行っ

た後、方針を決めて意見交換の場をもっていって判断をしたいという、そん

なところの要素に含まれているのかなと思っております。 

そういうこともありまして、今回の予算といいますのは、骨格予算という

ことになっております。記者さんの方から教育委員会に向けて１点、２点、

質問があったのは、ひきこもりですね。このことについて、どのように考え

ているか。なぜ教育センターに相談業務をもっていくのか、その理由は。と

問われました。教育センターでは不登校児童・生徒であったり、そういった

課題を抱えるセンター機能を有しております。いわゆる不登校といった課題

を抱えた子どもたちが場合によっては将来、引きこもりにつながることがあ

るかもしれないということで、そういったところと連携して、臨床心理士を

おくというお話をさせていただきました。本来であれば、アウトリーチとい

われる、こちらから対象者宅に向かって、待ちの状態ではなく積極的にとい

う方法もあるのですが、本市はまだスタートしたばかりですので、広報、情

報等、広く知らしめて、業務を行っていきたいというようなお話をいたしま

した。 

もう１点、小中連携棟はどんなものをつくるんですか、という質問があり

ましたので、間取りの方を説明させていただきました。小中学校の児童生徒

会室や PTA の会議室、多目的室や尐人数教室、ふれあい教室を設けるといっ

た間取りを説明させていただきました。 



 6 

 

 

森田教育長 

 

山本職務代理 

 

森田教育長 

 

山本職務代理 

 

 

 

勝村公民館長 

 

森田教育長 

 

勝村公民館長 

 

 

 

 

 

吉田委員 

 

森田教育長 

 

吉田委員 

 

 

 

 

杉本地域教育課長 

 

森田教育長 

 

杉本地域教育課長 

 

 

 

 

補足になりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

補足も含めまして、質疑等ございましたらどうぞ。 

 

はい、よろしいでしょうか。 

 

山本職務代理、どうぞ。 

 

査定が０になったところの一つに公民館のなわて学の実施１０万円という

ものがありますが、これは査定が０になったことによって、なわて学を実施

するうえでの支障はないのでしょうか。 

 

はい。 

 

勝村公民館長、どうぞ。 

 

現在、なわて学実行委員会がなわての魅力を市民に伝えようということで、

事業をやっておりまして、それと並行して、市は市で何かできることはない

かということでやっていたのですけれど、まだ講師との調整等も確定してお

りませんので、実際の事業を進めていくうえでは直接の影響はないというと

ころでございます。 

 

よろしいでしょうか。 

 

吉田委員、どうぞ。 

 

ひきこもり支援事業の件ですが、新しく教育センターでされるということ

で、今まであった教育相談窓口は大人まで対象だと思いますが、この教育セ

ンターでの支援というのは、子どもも含めて支援いただけるということでし

ょうか。 

 

はい。 

 

杉本地域教育課長、どうぞ。 

 

今回のひきこもり支援事業に関しましては、地域教育課が窓口となり、相

談の方も地域教育課職員が対応している状況でございます。その中で、専門

的な対応をいただくために、今回、臨床心理士をお願いして月２回、地域教

育課の方に配置させていただきます。そして、隔週で教育センターの方に配

置させていただくということで、毎週１回は地域教育課もしくは教育センタ
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吉田委員 

 

 

 

 

芝田学校教育課長 

 

森田教育長 

 

芝田学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

山本職務代理 

 

森田教育長 

 

山本職務代理 

 

 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

森田教育長 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

ーに臨床心理士がいるというような連携をとっていこうと考えております。

そして、先ほど仰っていた中で、いわゆる不登校等の関係に関しましては、

教育センターの方が中心となって対応し、また、１５歳からにつきましては、

地域教育課の方でも対応しております。その中で、不登校の児童・生徒さん

たちがひきこもりになるかもしれないというところも、臨床心理士がいるこ

とによって、しっかりと連携しながらケアをしていけるのではないかと考え

ております。 

 

ひきこもりをおもちのお母さんで、私学に通われているお母さんがいるの

ですが、私学に行っていると、フリールームへの参加ができないというよう

な悩みをもっていらっしゃるようだったので、そういう方は、こういうとこ

ろに来られたら良いということなのでしょうか。 

 

はい。 

 

芝田学校教育課長、どうぞ。 

 

今お話があった件については、私の方も報告を受けておりますが、市の対

応としましては、教育相談という形で、教育センターでまずお話を聞いてみ

ようと、そこからまた展開していけたらと、対応を考えていると聞いており

ます。フリールームに入るということについては、公立の小中学校の児童生

徒という決まりがありましたので、そこへすぐに入室という話にはなかなか

難しいところもあったのですが、教育相談室で相談を受けて、また考えてい

かなければいけないというように報告を受けております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

山本職務代理、どうぞ。 

 

拡充事業の３番の教育環境整備のことについてですが、これは要求額の３

分の２ほどになっていると思いますが、これは要求額より減ることによって、

特に大きな支障のある備品等はあがっていますか。 

 

はい。 

 

 

西口教育部長心得、どうぞ。 

 

今回、こちらで考えております備品というものは、折角大規模改造を施す

西中なかにおいて、特別教室も大きくさわることになります。例えば、家庭
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吉田委員 

 

 

 

 

永野図書館長 

 

森田教育長 

 

永野図書館長 

 

 

大村委員 

 

森田教育長 

 

大村委員 

 

 

永野図書館長 

 

 

 

 

 

森田教育長 

 

 

永野図書館長 

 

科室の調理台であったり、理科室の実験台であったり、こういった工事のタ

イミングで更新した方が後々コスト的なものが、また後日行うとなると費用

がよりかさむので、このタイミングに予算計上させていただきました。 

ひとつひとつ、積み上げてきた備品の購入費ではあるのですが、やはり実

勢価格と購入価格の差というのは一定、出るのかなと思っておりますので、

そういう意味ではきっちり入札に付して、良いものをできる限り安くという

ところで、なんとかリカバリーしていけたらと思います。どれが今最優先で

という答えは今のところ出ておりませんが、学校と相談しながら決めていこ

うと思っております。 

 

４番のビブリオバトルの件ですが、入賞者の記念品の査定が０円になった

ということは、入賞者の方には何もお渡しすることができなくなるのではな

いかなと。参加者に対して、尐し可哀想な気がするのですが、いかがでしょ

うか。 

 

はい。 

 

永野図書館長、どうぞ。 

 

入賞者の記念品につきましては、何か手作りのものでもプレゼントできな

いか検討していきたいと思っております。 

 

よろしいでしょうか。 

 

大村委員、どうぞ。 

 

ビブリオバトルのことですが、場所が市民総合センターとなっていて、割

と大ホールをイメージしましたが、そうなんでしょうか。 

 

場所については、市民総合センターかあるいは今まで主張コンクールをや

っていた議場か考えております。市民総合センターを利用する場合は、照明

等の技術料の経費がかかりますので、予算に計上させていただいております。

場所については学校とも相談させていただきながら決定したいと考えており

ます。 

 

どちらになっても良いような形で、ホールに決まった時のための予算とい

うことでよろしいでしょうか。 

 

はい、その通りでございます。 
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吉田委員 

 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

森田教育長 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

 

 

 

 

吉田委員 

 

 

西口教育部長心得兼教

育環境整備室長兼課長 

 

 

 

 

 

森田教育長 

 

森田教育長 

 

 

５番の施設の屋内運動場の代替施設利用料ですが、こちらはアリーナの使

用料ということでしょうか。 

 

はい。 

 

 

西口教育部長心得、どうぞ。 

 

西中の工事期間中は体育館を建て替えしますので、サン・アリーナ２５の

アリーナをお借りします。また、場合によっては、クラブ活動なんかは、交

野支援学校の四條畷校の体育館を活用させていただけるというお話も進めて

おりますので、そこの使用料もその中には含まれております。ここは協議事

項になるかとは思いますが、極力、安く、学校教育、義務教育で利用するの

で、という形で大阪府教育庁とは協議を進めているところです。 

 

同じく５番の調査委託料ですが、こちらも査定０円となっております。こ

れは調査は必要ないということでしょうか。 

 

家屋調査委託料は、特に意識しておりますのは、西中のプールを解体する

際に、その隣接する家屋に何か被害を及ぼさないかどうかを事前に確認した

うえで、今回の撤去による因果関係を明確にしようとする予算でした。ただ、

これにつきましては、市が行うのではなく、施工業者が事前にしっかりと隣

地に行って写真を撮るなりお話をする前提のもとにやるべきという判断がな

されました。 

 

その他、何かございますでしょうか。 

 

ないようですので、以上で、本日予定している案件の審議は、すべて終了しま

した。これをもちまして、定例会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

      平成２９年３月２９日 

 

四 條 畷 市 教 育 長   森田 政己 

 

四條畷市教育委員会 委 員   大村 民子 


